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●
対
象
と
な
る
人

　
世
帯
主
が
負
傷
ま
た
は
住
居
、
家
財

に
一
定
以
上
の
被
害
を
受
け
た
人
。

●
所
得
の
制
限

　
世
帯
人
員
町
民
税
に
お
け
る
平
成
26

年
の
総
所
得
金
額
が
制
限
を
超
え
な
い

こ
と（
左
上
表
）。

●
貸
付
条
件

　

利
率　

年
３
パ
ー
セ
ン
ト（
据
置
期

　
間
中
は
無
利
子
）

　
償
還
期
間　
10
年（
据
置
期
間
含
む
）

　
据
置
期
間　
３
年

　
償
還
方
法　
年
賦
ま
た
は
半
年
賦

地
震
に
よ
り
住
居
や
家
財
な
ど
に
損
害
を
受
け
た
場
合
に
被
害
の
程
度
に
応

じ
て
、
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
を
行
い
ま
す
。

　
提
出
資
料
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
内
容

　
被
災
の
状
況
に
応
じ
て
内
容
が
異
な

り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
人

・
災
害
に
よ
り
被
害
を
被
っ
た
中
小
企

業
、
小
規
模
事
業
者（
熊
本
県
に
事

業
所
を
有
す
る
者
）

・
り
災
証
明
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

●
措
置
内
容

　

①
利
率　
融
資
後
３
年
間
、「
災
害

復
旧
貸
付
」の
利
率
を
０・９
パ
ー

セ
ン
ト
引
き
下
げ
。

　
②
利
率
引
き
下
げ
適
用
の
限
度
額　

　
　
「
災
害
復
旧
貸
付
」の
う
ち

　
　

１
，
０
０
０
万
円（
中
小
企
業
団

　
　
体
の
場
合
は
３
，
０
０
０
万
円
）。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
日
本
政
策
金
融
公
庫

　
熊
本
支
店 

中
小
企
業
事
業
窓
口

☎
０
９
６（
３
５
２
）９
１
５
５

　
熊
本
支
店 

国
民
生
活
事
業
窓
口 

☎
０
９
６（
３
５
３
）６
１
２
１

●
受
付
日
時　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
　
　
　
　
　
（
平
日
の
み
）

地
震
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
の
事
業
復
旧
の
た
め
の
資
金
の
融
資

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

世帯人員 所 得 制 限
１人 220万円以下
２人 430万円以下
３人 620万円以下
４人 730万円以下

５人以上 １人増すごとに730万円に
30万円を加えた額以下

ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、
1,270万円以下とする。

貸付区分 貸付限度額

（１）世帯主が負傷した場合
　　（療養に１カ月以上かかること）

住居が全壊した場合 350万円
住居が半壊した場合※ 270万円
家財の損害が1/3以上 250万円

家財、住居とも損害がない場合 150万円

（２）世帯主が負傷しなかった場合
　　（療養に約１カ月かからなかった
　　　場合も含む）

住居全体が滅失など 350万円
住居が全壊した場合 250万円

住居が半壊した場合※ 170万円
家財の損害が1/3以上 150万円

※被災住宅を建て直す際に、残存部分を取り壊さざるをえないなどの特別の事情がある場合は限度額が引き上げられます。

大
津
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
相
談
受
付

が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。 

●
対
象
と
な
る
人 

・
緊
急
、
一
時
的
に
生
計
が
困
難
な
人
。 

●
貸
付
金
額 

・
原
則
10
万
円
以
内
。

　
た
だ
し
、
左
記
の
場
合
は
20
万
円
以
内
。 

　
①
世
帯
員
の
中
に
死
亡
者
が
い
る
と
き
。 

　
②
世
帯
員
に
要
介
護
者
が
い
る
と
き
。 

　
③
世
帯
員
が
４
人
以
上
い
る
と
き
。 

　
④
重
傷
者
、
妊
産
婦
、
学
齢
児
童
が
い
る

　
　
世
帯
な
ど
で
特
に
社
会
福
祉
協
議
会
が

　
　
認
め
る
と
き
。 

●
据
置
措
置 

・
貸
付
の
日
か
ら
１
年
以
内
。
償
還
期
限
は

据
置
期
間
経
過
後
２
年
以
内
。 

●
貸
付
利
子 

・
無
利
子
。
た
だ
し
、
償
還
期
限
２
年
経
過

後
は
違
約
利
子
が
５
パ
ー
セ
ン
ト
つ
き
ま

す
。 

●
貸
付
手
続 

・
借
入
申
込
書
を
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
窓

口
で
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
県

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
貸
し
付
け
を
行
い

ま
す
。 

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

 

・
大
津
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
☎
０
９
６（
２
９
３
）２
０
２
７ 

・
受
付
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

　
※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

■中小企業・小規模事業者向け
国民生活事業 中小企業事業

適用できる制度 災害復旧貸付
融資限度額 3,000万円 １億5,000万円（別枠）

融資期間（うち据置期間） 10年以内（２年以内）
※国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
※国民年金事業は普通貸付を適用した場合の融資期間（据置期間）です。中小企業事業の設備資金

においては、融資期間15年以内（据置期間２年以内）です。

中小企業・小規模事業者向け 災害復旧貸付９
【申】・【問】　下記、問い合わせ先へご連絡ください。全壊 大規模 半壊

災害援護資金の貸付８
【問】　役場福祉課　福祉係　☎096（293）3510

生活福祉資金貸付（福祉資金【緊急小口資金】）10
【申】・【問】　下記、問い合わせ先へご連絡ください。

町
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
、
県
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

る
人
は
医
療
機
関
な
ど
で
の
窓
口
負
担
金
が

猶
予
・
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
地
震
に
よ
り
被
災
し
た
人
の
う

ち
、
地
震
が
原
因
で
左
記
要
件
に
該
当
す
る

人
は
、
医
療
機
関
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

の
窓
口
で
そ
の
旨
を
申
告
す
る
こ
と
で
、
医

療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険
の
利
用
料

の
支
払
い
が
一
旦
猶
予
さ
れ
、
左
記
要
件
に

該
当
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
次
第
、
免
除
さ

れ
ま
す
。

●
要
件

　
①
住
家
の
全
半
壊
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る

被
災
を
し
た
人
。

　
②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重

篤
ま
た
は
傷
病
を
負
っ
た
人
。

　
③
主
た
る
生
計
維
持
者
が
行
方
不
明
の
場
合
。

　

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を
廃
止
、

ま
た
は
休
止
し
た
人
。

　
⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職
し
、
現
在

収
入
が
な
い
人
。

※
対
象
者
は
次
の
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

　
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
大
津
町
国
民
健
康
保
険

・
介
護
保
険

・
熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

※
こ
の
免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
右
記
の

　
要
件
に
該
当
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら

　
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
申
告
し
た
内
容

　
に
つ
い
て
確
認
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ

　
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
窓
口
で
の
取
扱
い

　
は
平
成
28
年
７
月
末
ま
で
で
す
。

医療保険と介護保険の一部負担免除について11
【問】　役場健康保険課　国保・医療係　☎ 096（293）3114

役 場 福 祉 課　介 護 保 険 係　☎ 096（293）3510

り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
ら
れ
た
方

で
、
災
害
に
関
す
る
手
続
き
に
使
用

す
る
場
合
は
、
次
の
証
明
書
の
交
付
手
数
料

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
手
数
料
が
免
除
と
な
る
証
明
書
の
種
類

・
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

・
住
民
票
の
写
し
の
交
付

・
印
鑑
登
録
証
明
書

・
印
鑑
登
録
証
の
再
交
付

・
納
税
証
明
書
な
ど
税
に
関
す
る
証
明
書
の

交
付

●
対
象
と
な
る
人

　
り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
人
で
、
災

害
復
旧
の
た
め
に
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体

の
支
援
制
度
を
申
請
す
る
場
合
で
、
証
明
書

の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限

り
ま
す
。

●
必
要
書
類

・
り
災
証
明
書（
コ
ピ
ー
可
）の
提
示
が
必
要

　
で
す
。

・
印
鑑
登
録
証
明
書
を
申
請
す
る
場
合
は
、

　
印
鑑
登
録
証
の
提
示
が
必
要
で
す
。

・
印
鑑
登
録
証
の
交
付
を
申
請
す
る
場
合

は
、
本
人
確
認
の
た
め
に
運
転
免
許
証
な

ど
公
的
機
関
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
身
分

証
明
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
登

録
手
数
料
が
免
除
さ
れ
る
の
は
、
半
壊
以

上
の
判
定
の
場
合
で
、
再
登
録
は
１
回
の

み
に
限
り
ま
す
。

全壊 大規模 半壊 一部
各種証明書の交付手数料の免除12

【問】役場住民課　住民係　☎ 096（293）3112

全壊 大規模 半壊

全壊 大規模 半壊
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